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問い合わせ
国保・医療給付グループ
（�○８５ １７７１）

　５月上旬から、４０歳以上の国民健康保険加入者の方に平
成２２年度特定健診受診券を郵送します（有効期限…平成２３
年３月３１日）。
　特定健診は、糖尿病や高脂血症などの生活習慣病の健診
で、通院中の方も対象になります。今年から検査項目に尿
酸（痛風を調べる検査）が加わりました。
　健診は無料ですので、年１回、健診を受けましょう。
※今年度４０歳になる方
　や４月１日以降に国
　民健康保険に加入し
　た方には、５月下旬
　から６月にかけて受
　診券を郵送します。
※詳しくは、受診券に
　同封のパンフレット
　をご覧ください。

　倒産やリストラなどの理由で離職した方が安心して医療
を受けられるよう、失業時から翌年度末までの間、離職し
た方の前年の給与所得を３０/１００として国民健康保険税を計
算し、負担を軽減します。高額療養費などの所得区分も給
与所得を３０/１００として判定します。
　軽減措置を受けるためには申請が必要です。

▼対象　平成２１年３月３１日以降に離職し、離職日時点で６５
　歳未満の国民健康保険加入者の方で、次のいずれかに該
　当する方
　�倒産・解雇などにより離職した方（雇用保険の特定受
　　給資格者）
　�雇い止めなどにより離職した方（雇用保険の特定理由
　　離職者）

▼申請に必要なもの　国民健康保険被保険者証、印鑑、雇
　用保険受給資格者証

▼申請受付場所　市役所１階７番窓口

　これまで、旧総合病院において７０歳未満の方が外来で複
数科を受診した場合の高額療養費は、診療科ごとにひとつ
の医療機関として算出していましたが、４月から各診療科
を同一の医療機関と見なして算出します。
　なお、国民健康保険の高額療養費の支給対象となる方に
は、個別にお知らせしています。

▼主な旧総合病院（胆振管内）　新日鐵室蘭総合病院、日
　鋼記念病院、市立室蘭総合病院、王子総合病院、伊達赤
　十字病院など
※旧総合病院とは、平成９年度の医療法改正で廃止される
　まで、同法で総合病院と位置付けられていた病院のこと
　です。

４０歳以上の国民健康保険加入者の方へ
特定健診受診券を郵送します

▲この封筒で郵送します。

　4 　月から非自発的失業者の方の
国民健康保険税軽減措置が始まりました

旧総合病院における高額療養費支給の
算出基準が変わりました
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　ご好評のランニングマシン
を２台増設し、計９台としま
した。
　待ち時間がより短くなりま
すので、ぜひご利用ください。

▼問い合わせ　市民プール
　『らくあ』（�○８５ ５５８８
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入居日

（鍵渡し）
抽　 選
日時・場所家　賃募集

戸数募集区分所在地団地名

６月１日
（火）

５月２１日（金）
１０時～
市民会館

婦人サークル室

３,５００円～
　７,０００円

２DK
（風呂なし）
４戸程度

一般世帯片倉町
５丁目幌別西
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※入居希望者が募集戸数を超えた場合、抽選を行い
　ます。
※団地では、犬や猫などのペットは飼えません。
※詳しくは募集案内書でご確認ください。

◆収入基準

※月収入額は、世帯全員の所得の合計と、家族数な
　どにより計算します。詳しくはお問い合わせくだ
　さい。

◆申込資格
①家族で入居する方（婚約中で３カ月以内に婚姻す
　る方を含む）
②持ち家のない方
③現在、公営住宅に入居していない方
④収入が収入基準の範囲内で、それを証明できる方
⑤市税などに滞納のない方
⑥入居者や同居者が『暴力団員による不当な行為の
　防止等に関する法律第２条第６号』に規定する暴
　力団員でない方

◆経費
◎敷金（家賃の２カ月分）

◆申し込み
　５月１０日（月）～１４日（金）　９時～１７時３０分
※募集案内書と入居申込書は５月６日（木）から（土・
　日曜日を除く）建築住宅グループ、各支所でお渡し
　します。

月 収 入 額区　　　　　　　　　　分

２１万４，０００円以下

入居者または同居者に障がいのある方
（障がいの程度に基準があります）

入居者が６０歳以上で、同居者も６０歳以
上または１８歳未満の方

小学校入学前の子どものいる世帯

１５万８,０００円以下上記以外の方

）




